
電子政府利用促進週間のお知らせ 
 

 

 

 

平成 22 年 10 月 25 日（月）から 10 月 31 日（日）は電子政府利用促進週間です。 

 

平成 22 年 10 月 25 日（月）から 10 月 31 日（日）までを、本年度の電子政府利用促進週

間とし、この期間を中心として、政府全体で電子政府に対する広報、普及啓発活動を重点

的かつ効果的に推進することとしております。 

厚生労働省においても、「オンライン利用拡大行動計画（平成 20 年 9 月 12 日策定）」に

沿って、種々の改善措置を集中的に講ずるとともに、重点手続を中心として、各種広報誌

等を利用した広報、普及啓発の実施などの活動を積極的に進めているところです。国民の

皆様におかれましても、この機会に是非、申請や手続きをオンラインで行って下さいます

よう、お願い申し上げます。電子申請に関する詳細については、こちらをご覧下さい。 

 

http://www.mhlw.go.jp/sinsei/torikumi/09/index.html
http://www.mhlw.go.jp/sinsei/tetuzuki/index.html

